
年金制度論から見た運営体制の在り方について

（１）我が国の公的年金制度の特質（１）我が国の公的年金制度の特質

　①　公的年金としての特質

終身にわたる確実な保障を
超長期に実施

終身にわたる確実な保障を
超長期に実施

世代内の所得再分配機能世代内の所得再分配機能

世代間扶養（賦課方式）
により給付の実質価値を確保
（物価・賃金スライド）

世代間扶養（賦課方式）
により給付の実質価値を確保
（物価・賃金スライド）

　②　国民皆年金としての特質

国民全体の連帯による
世代間扶養

国民全体の連帯による
世代間扶養

国庫負担と組み合わせた
社会保険方式

（基礎年金に国庫負担を集中投入）

国庫負担と組み合わせた
社会保険方式

（基礎年金に国庫負担を集中投入）

被用者、自営業者、
無業者、不安定就労者等、

多種多様な者を制度的に結合して
全てカバー（強制加入）

被用者、自営業者、
無業者、不安定就労者等、

多種多様な者を制度的に結合して
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〔論点〕

○　こうした特質を維持しつつ、少子高齢化の進展の中で、国民の信頼の下、将来にわたり持続可能性を確保するた
めにどのような運営体制が必要か。（破綻は許されない）

○　超長期にわたる給付と負担の水準を決定するとともに、保険料を強制的に徴収することによって制度を維持する
必要があるが、給付と負担の内容についてどのような方式で合意を得ることが適当か。

○　基礎年金によって、被用者、非被用者を制度的に結合して全国民に対し一体的な適用を行っているが、こうした
運営を確実に実施するためにどのような運営主体が必要か。

○　我が国の公的年金制度の特質を維持しつつ、効率的に事務を実施するために、どのような運営上の工夫を考える
べきか。



（２）保険運営体制を構築する上での留意事項（２）保険運営体制を構築する上での留意事項

①　制度設計

　　○　国民すべてによる支え合いの仕組みとするための強制力を確保

　　○　世代間扶養による給付内容を保障するとともに、財政不均衡時に負担と給付を確実に是正

　　○　保険料率や給付水準の設定、国庫負担の在り方等の制度の基本について、国会の関与の下に、法律に

　　　　基き、責任をもって対応することが必要

　　○　保険財政を一体的・効率的に管理し、超長期的に運営責任を果すことが必要

②　適用、裁定、給付、記録管理

　　○　国民すべてに対して確実に適用、裁定、給付、記録管理を行えることが必要

　　○　全国民を対象に、一元的、超長期的に被保険者情報を管理

　　○　不服申立て手続き等の保障

　　○　被保険者情報の保護の徹底（守秘義務）

③　徴収

　　○　徴収主体に対する信頼性を確保し、納付の確実を期することが必要

　　○　強制徴収、滞納処分等の公権的な行為を迅速・確実に行えることが必要

④　市町村との連携協力

　　○　市町村との間で連携協力が円滑にできることができることが必要

　　

⑤　相談等の関連業務

　　○　被保険者のニーズに応じてきめ細かく、適切に実施
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